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消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
い
、
水
道
料
金
、

下
水
道
使
用
料
お
よ
び
受
益
者
分
担
金
が

改
定
に
な
り
ま
す
。 

　
平
成
24
年
８
月
に
消

費
税
法
お
よ
び
地
方
税

法
が
改
正
さ
れ
、
平
成

26
年
４
月
１
日
か
ら
消

費
税
率
が
地
方
消
費
税
と
合
わ
せ
て
８
％

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

　
市
で
も
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な

転
嫁
を
図
る
必
要
か
ら
、
水
道
料
金
、
下

水
道
使
用
料
お
よ
び
受
益
者
分
担
金
に
つ

い
て
、
現
行
の
消
費
税
５
％
相
当
額
の
転

嫁
を
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
８
％
相
当

額
に
す
る
条
例
改
正
案
が
、
平
成
25
年
市

議
会
12
月
定
例
会
で
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

　
詳
し
く
は
、
広
報
ち
り
ゅ
う
４
月
１
日

号
お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
予
定

で
す
。 

      

　
母
子
ま
た
は
父
子
世
帯
や
65
歳
以
上
の

高
齢
者
の
み
の
世
帯
、
障
が
い
者
の
い
る

世
帯
で
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
付
が
困
難
で
あ
り
、
１
月
１
日
現
在
、

次
の
条
件
に
す
べ
て
当
て
は
ま
る
人
は
減

免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
は
減
免
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

▼
条
件 

○
低
所
得
に
よ
り
、
生
活
の
た
め
国
・
県

ま
た
は
市
か
ら
各
種
福
祉
手
当
、
各
種

年
金
な
ど
の
支
給
を
受
け
て
い
る
。 

○
世
帯
全
員
が
、
居
住
用
以
外
の
固
定
資

産
を
持
っ
て
い
な
い
。 

○
居
住
用
の
宅
地
の
面
積
が
200
㎡
以
下
で

あ
る
。 

○
世
帯
全
員
の
総
所
得
金
額
が
生
活
保
護

法
に
よ
る
保
護
基
準
の
1.1
倍
を
超
え
な

い
。 

【
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
減
免
に
該
当
す

る
収
入
金
額
の
例
】 

・
70
歳
以
上
の
高
齢
者
１
人
の
世
帯
で
、

年
金
の
収
入
金
額
が
お
よ
そ
210
万
円
以

下
の
場
合
。 

・
70
歳
以
上
の
高
齢
者
２
人
の
世
帯
で
、

年
金
の
収
入
金
額
が
お
よ
そ
250
万
円
以

下
の
場
合
。 

※
生
活
保
護
基
準
の
変
更
や
、
世
帯
の
年

齢
状
況
等
に
よ
り
基
準
額
は
毎
年
変
動

し
ま
す
の
で
、
納
付
が
困
難
な
人
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

▼
申
請
方
法
　
①
印
鑑
②
福
祉
（
年
金
）

手
帳
・
障
害
者
手
帳
・
年
金
証
書
等
を
持

参
の
上
、
税
務
課
に
あ
る
指
定
様
式
で
納

付
期
限
の
７
日
前
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。 

     

　
不
妊
で
悩
ん
で
い
る
ご
夫
婦
に
、
そ
の

治
療
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。 

▼
対
象
者
　
ご
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
知
立

市
に
住
所
が
あ
り
、
医
療
保
険
に
加
入
し
、

医
師
に
不
妊
治
療
の
必
要
が
あ
る
と
診
断

さ
れ
た
法
律
上
の
ご
夫
婦
（
他
の
市
町
村

で
同
様
の
補
助
を
受
け
て
い
る
場
合
は
対

象
外
） 

▼
対
象
治
療
　
平
成
25
年
３
月
１
日
〜
平

成
26
年
２
月
28
日
ま
で
に
受
け
た
不
妊
検

査
、
一
般
不
妊
治
療
、
人
工
授
精 

▼
対
象
費
用
　
不
妊
治
療
に
要
す
る
費
用

の
自
己
負
担
額
。
健
康
保
険
適
用
外
の
費

用
も
対
象
と
な
り
ま
す
。（
文
書
料
な
ど

の
治
療
に
直
接
関
係
の
な
い
費
用
は
対
象

外
） 

▼
補
助
内
容
　
１
夫
婦
１
年
度
に
つ
き
１

回
、
自
己
負
担
額
の
２
分
の
１
、
上
限
５

万
円
（
１
年
度
は
３
月
受
診
分
か
ら
翌
年

２
月
受
診
分
で
す
。） 

　
期
間
は
継
続
す
る
２
年
間
で
、
他
の
市

町
村
で
受
け
た
補
助
期
間
も
含
ま
れ
ま
す
。 

▼
申
請
期
日
　
３
月
31
日
b 

▼
そ
の
他
　
申
請
書
類
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

      

　
こ
れ
ま
で
中
町
区
の
資
源
ご
み
・
不
燃

物
集
積
所
と
し
て
利
用
し
て
い
た
渡
辺
機

械
社
宅
東
集
積
所
は
、
３
月
24
日
b
の
集

積
を
持
っ
て
閉
鎖
し
、
４
月
２
日
d
か
ら

保
健
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
（
現
本
町
区
利
用

集
積
所
、
下
図
参
照
）
で
ご
み
の
集
積
を

行
い
ま
す
。 

　
こ
の
移
転
に
伴
い
、
集
積
日
を
月
曜
日

か
ら
水
曜
日
へ
変
更
し
ま
す
。
集
積
時
間

は
今
ま
で
ど
お
り
午
後
４
時
〜
７
時
で
す
。 

　
ま
た
、
中
町
区
内
の
集
積
所
が
あ
る
集

合
住
宅
の
資
源
ご
み
・
不
燃
物
の
集
積
日

も
水
曜
日
へ
変
更
し
ま
す
。（
回
収
は
木

曜
日
で
す
。） 

　
な
お
、
保
健
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
内
集
積

所
は
本
町
区
と
の
共
同
利
用
と
な
る
た
め
、

月
曜
日
は
本
町
区
の
集
積
日
と
な
り
ま
す
。

集
積
日
を
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
ご
注
意

く
だ
さ
い
。 

　
本
町
区
に
つ
い
て
は
集
積
日
お
よ
び
集

積
時
間
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

【
保
健
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
内
集
積
所
】 

中
町
の
資
源
ご
み
・
不
燃
物
の 

集
積
所
お
よ
び
集
積
日
の
変
更 

環
境
課 

ご
み
減
量
係
（
1
（95）
０
１
２
６
） 

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の 

減
免 

税
務
課 

資
産
税
係
（
1
（95）
０
１
４
８
） 

水
道
料
金
等
改
定
の
お
知
ら
せ 

水
道
課 

料
金
企
画
係
（
1
（95）
０
１
３
２
） 

一
般
不
妊
治
療
費
補
助
金
制
度 

保
健
セ
ン
タ
ー
（
1
（82）
８
２
１
１
） 
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今回供用開始地区 

供用開始済地区 

    
　
市
で
は
地
区
集
積
所
や
不
燃
物
処
理
場

以
外
の
場
所
で
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
回
収
で

き
る
よ
う
、
市
内
協
力
店
に
依
頼
し
、
店

頭
ま
た
は
入
口
付
近
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回

収
Ｂ
Ｏ
Ｘ
を
設
置
し
て
回
収
を
行
っ
て
い

ま
す
。 

　
さ
ら
に
多
く
の
人
が
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を

リ
サ
イ
ク
ル
し
や
す
く
す
る
た
め
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
回
収
協
力
店
を
募
集
し
ま
す
。 

▼
協
力
店
へ
の
依
頼
内
容 

　
店
頭
ま
た
は
入
口
付
近
に
、
市
で
配
付

す
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回
収
Ｂ
Ｏ
Ｘ
を
設
置

し
、
配
付
す
る
回
収
袋
を
入
れ
替
え
て
、

集
ま
っ
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
保
管
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

　
保
管
し
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
定
期
的
に

市
で
回
収
し
ま
す
。
回
収
袋
は
足
り
な
く

な
っ
た
ら
随
時
配
付
し
ま
す
。 

　
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
店
舗
の
人
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 

      

　
平
成
26
年
３
月
31
日
か
ら
、
長
篠
町
大

山
、
池
端
３
丁
目
、
広
見
四
丁
目
、
新
池

一
丁
目
、
新
池
三
丁
目
、
谷
田
町
北
屋
下
、

谷
田
町
南
屋
下
、
八
ツ
田
町
一
丁
目
、
八

ツ
田
町
二
丁
目
の
一
部
区
域
で
、
新
た
に

下
水
道
が
使
用
で
き
ま
す
。（
左
図
参
照
） 

　
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。 

▼
縦
覧
期
間
　
３
月
14
日
f
〜
27
日
e
（
土 

・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
） 

▼
縦
覧
時
間
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分 

▼
縦
覧
場
所
　
下
水
道
課
（
市
役
所
２
階
） 

●
下
水
道
へ
の
接
続 

　
今
回
下
水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
区
域
に
お
住
ま
い
で
、
汲
み
取
り
便
所

を
使
用
さ
れ
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
３
年

以
内
に
、
そ
れ
以
外
の
人
は
速
や
か
に
下

水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
な
お
、
す
で
に
使
用
で
き
る
区
域
に
お

住
ま
い
で
、
ま
だ
接
続
工
事
を
さ
れ
て
い

な
い
人
も
同
様
に
お
願
い
し
ま
す
。 

 

●
受
益
者
負
担
金
制
度 

　
公
共
下
水
道
の
整
備
に
伴
い
、
下
水
道

が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
区
域
の
人
に
建

設
費
用
の
一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
の

が
受
益
者
負
担
金
制
度
で
す
。 

　
新
た
に
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ

た
区
域
の
土
地
の
所
有
者
に
対
し
、
５
月

頃
に
受
益
者
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。
そ

の
申
告
書
に
よ
り
誰
を
受
益
者
（
支
払
者
）

に
す
る
か
を
申
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

　
そ
の
後
、
市
は
申
告
書
に
基
づ
き
受
益

者
を
決
定
し
、
土
地
の
面
積
に
応
じ
て
受

益
者
負
担
金
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
通
知

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
負
担
金
は

土
地
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
、
一

度
限
り
で
す
。
） 

　
負
担
金
額
は
、
受
益
地
面
積
に
１
㎡
当

り
350
円
を
乗
じ
て
算
出
し
ま
す
。（
受
益

者
負
担
金
に
消
費
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
） 

　
詳
し
く
は
受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
ttp
://w

w
w
.city
.ch
iry
u
.aich

i.jp
/000

0001573.htm
l

下
水
道
供
用
開
始
区
域
が 

広
が
り
ま
す 

下
水
道
課 

下
水
庶
務
係 

　
　
　
　
　
　
　
　 

（
1
（95）
０
１
５
９
） 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回
収
協
力
店
募
集 

環
境
課 

ご
み
減
量
係
（
1
（95）
０
１
２
６
） 
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知
立
中
央
保
育
園
は
３
月
31
日
を
も
ち

ま
し
て
閉
園
と
な
り
ま
す
。 

          

　
昭
和
44
年
４
月
開
園
以
来
、
親
し
ん
で

い
た
だ
い
た
地
域
の
皆
さ
ん
、
利
用
い
た

だ
い
た
皆
さ
ん
、
閉
園
式
に
ご
参
加
い
た

だ
き
、
昔
を
懐
か
し
ん
で
い
た
だ
い
た
り
、

平
成
25
年
度
卒
園
す
る
子
ど
も
た
ち
、
新

し
い
保
育
園
に
転
園
す
る
子
ど
も
た
ち
の

就
学
、
就
園
を
お
祝
い
し
て
く
だ
さ
い
。

皆
さ
ん
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

 

▼
と
き
　
３
月
24
日
b
　
午
前
11
時
か
ら 

▼
と
こ
ろ
　
知
立
中
央
保
育
園
　
遊
戯
室 

　
な
お
、
閉
園
後
は
、「（
仮
称
）
中
央
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
建
設
し
ま
す
。 

      

　
３
月
の
知
立
中
央
保
育
園
の
閉
園
に
伴

い
、
同
園
で
実
施
し
て
い
る
中
央
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
・
ち
り
ゅ
う
し
フ
ァ
ミ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
、
一
時
移

転
し
て
実
施
し
ま
す
。 

▼
移
転
場
所
　
西
児
童
セ
ン
タ
ー
の
一
室

（
福
祉
体
育
館
内
） 

▼
期
間
　
４
月
１
日
c
〜
平
成
27
年
３
月

31
日
c
（
予
定
） 

▼
連
絡
先
　
中
央
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
・

ち
り
ゅ
う
し
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
と
も
に
、
電
話
番
号
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
、

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

　
平
成
27
年
４
月
以
降
は
、
現
在
の
知
立

中
央
保
育
園
の
用
地
に
建
設
予
定
の
「
（
仮

称
）
中
央
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」
で
、

活
動
を
実
施
し
ま
す
。
従
来
の
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
の
活
動
に
加
え
、
心
身
の
発

達
に
心
配
や
遅
れ
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
を

支
援
す
る
療
育
事
業
の
活
動
拠
点
に
も
な

り
ま
す
。 

     

▼
募
集
人
員
　
若
干
名
（
平
成
26
年
４
月

１
日
採
用
） 

▼
応
募
資
格
　
昭
和
19
年
３
月
31
日
以
降

に
生
ま
れ
た
心
身
と
も
に
健
康
な
人
で
、

普
通
自
動
車
免
許
を
有
す
る
人 

▼
勤
務
内
容
　
滞
納
整
理
シ
ス
テ
ム
を
使
っ

て
の
各
種
実
態
調
査
等
に
関
す
る
デ
ー
タ

入
力
、
調
査
書
類
の
発
送
補
助
業
務
、
収

納
窓
口
業
務
補
助
、
臨
戸
調
査
補
助
業
務

他 ▼
勤
務
時
間
　
月
〜
金
曜
日
の
週
５
日
以

内
、
月
21
日
以
内
、
午
前
９
時
〜
午
後
４

時
、
１
日
７
時
間
以
内 

▼
休
日
等
　
毎
週
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝

日
と
年
末
年
始 

▼
勤
務
先
　
知
立
市
役
所
　
税
務
課 

▼
報
酬
・
条
件
等
　
月
額
14
万
９
千
500
円

（
平
成
25
年
４
月
１
日
現
在
） 

▼
試
験
日
時
　
３
月
18
日
c
　
午
後
１
時

30
分
か
ら 

▼
選
考
方
法
　
面
接 

▼
応
募
方
法
　
３
月
３
日
b
〜
14
日
f
ま

で
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
15
分
）
に
次
の
書
類
を
税

務
課
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
市
販
の
履
歴
書
も
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
申
込
用
紙
、

写
真
（
縦
４
㎝
×
横
３
㎝
）
２
枚
（
う

ち
１
枚
貼
付
、
３
か
月
以
内
に
撮
影
の

も
の
） 

      

▼
募
集
人
員
　
１
人 

▼
応
募
資
格
　
車
の
運
転
が
で
き
る
こ
と
、

日
本
語
で
日
常
会
話
お
よ
び
簡
単
な
読
み

書
き
が
で
き
る
こ
と
、
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン

業
務
が
で
き
る
こ
と
、
年
齢
63
歳
未
満 

▼
勤
務
内
容
　
道
路
・
公
園
の
パ
ト
ロ
ー

ル
等
、
施
設
の
点
検
、
軽
修
繕
・
清
掃
等

軽
微
な
作
業
や
報
告
書
の
作
成
を
行
い
ま

す
。 

▼
雇
用
期
間
　
４
月
15
日
c
〜
９
月
30
日

c
（
勤
務
成
績
に
よ
り
更
新
可
能
） 

▼
勤
務
日
　
週
５
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
） 

▼
勤
務
時
間
　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４

時
（
60
分
休
憩
） 

▼
賃
金
　
１
時
間
940
円
（
月
末
締
め
翌
月

16
日
支
給
） 

▼
採
用
方
法
　
書
類
選
考
後
面
接 

▼
募
集
期
間
　
３
月
３
日
b
〜
14
日
f 

▼
提
出
書
類
　
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）、

自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し 

※
市
役
所
開
庁
時
間
内
に
土
木
課
へ
持
参 

      

　
交
通
事
故
な
ど
の
犯
罪
の
被
害
に
あ
っ

た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
起
訴
し
て

く
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
満
を
お
持
ち

の
人
は
、
遠
慮
な
く
岡
崎
検
察
審
査
会
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

中
央
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の

建
設
と
一
時
移
転 

中
央
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

　
　
　
　
　
　
　
　 

（
1
（81）
５
５
０
０
） 

知
立
中
央
保
育
園
の
閉
園
式
を

行
い
ま
す 

知
立
中
央
保
育
園
（
1
（81）
９
６
０
４
） 

市
税
徴
収
嘱
託
員
募
集 

税
務
課 

徴
収
係
（
1
（95）
０
１
１
７
） 

臨
時
職
員
（
軽
土
木
作
業
員
）

募
集 

土
木
課 
建
設
企
画
係
（
1
（95）
０
１
５
５
） 

ご
存
知
で
す
か
！
検
察
審
査
会 

岡
崎
検
察
審
査
会
事
務
局 

　
　
　
　 

（
1
０
５
６
４
（51）
５
７
９
３
） 
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市政トピックス 
 
※問合せは知立市役所 

TEL 0566－83－1111（代表） 
FAX 0566－83－1141 
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp

      

　
今
年
11
月
に
開
催
さ
れ
る
技
能
五
輪
全

国
大
会
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
、
プ
レ
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
ま
す
。
巨
大
ス
ク
リ
ー
ン
を

使
っ
た
Ａ
Ｒ
体
感
ゲ
ー
ム
な
ど
、
楽
し
い

イ
ベ
ン
ト
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。
ご
家
族

そ
ろ
っ
て
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。 

▼
と
き
　
３
月
29
日
g
・
30
日
a
　
午
前

10
時
〜
午
後
５
時 

▼
と
こ
ろ
　
碧
南
市
も
の
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
碧
南
市
汐
田
町
１
―
１
―
２
） 

▼
内
容
　
巨
大
ス
ク
リ
ー
ン
を
使
っ
た
Ａ

Ｒ
体
感
ゲ
ー
ム
、
全
日
本
製
造
業
コ
マ
大

戦
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

▼
交
通 

①
車
で
お
越
し
の
場
合
は
、
棚
尾
小
学
校

グ
ラ
ウ
ン
ド
、
南
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

を
駐
車
場
と
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

②
公
共
交
通
機
関
で
お
越
し
の
場
合
は
、

名
鉄
三
河
線
碧
南
駅
か
ら
会
場
ま
で
徒

歩
約
８
分 

救命講習会（3月開催分） あなたは愛する家族を救えますか。いざという時のために心肺蘇生法を覚えましょう。 

s問合せ　衣浦東部広域連合消防局　消防課（163-0135）　ホームページ http://www.kinutoh.jp/

会　　場 

講 習 会 名  

開 催 日 時  

定員・受講料 

申 込 み  
 
対 象 者  

 
内 容  

安城消防署 

普通救命講習Ⅲ 

3月15日G　午前9時～正午 

先着20人・無料 

3月5日D午前9時から募集開始 
（175-2494）救急係へ 

碧南消防署 

普通救命講習Ⅰ 

3月16日A　午前9時～正午 

先着20人・無料 

3月5日D午前9時から募集開始 
（141-2625）救急係へ 

碧南市・刈谷市・安城市・高浜市および知立市に在住、在勤、在学の人（いずれの会場でも受講できます。） 

普通救命講習Ⅰ　心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫）、AEDの使用法、止血法など 
普通救命講習Ⅲ　小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、ひきつけ、のどに異物が詰まった時などの処置 
※救命講習会を団体で受講される場合は、最寄の消防署へお問合せください。 

　1月19日（日）福祉体育館で、新春武道大会が開催されました。市内外の武道家が多数参加し、素晴らしい
演武と試合が行われました。試合結果は次の通りです。（敬称略）　　　s問合せ　福祉体育館（182-5151） 

第36回新春武道大会結果 第36回新春武道大会結果 

形　新人の部 

形　初級の部 

形　初級の部B 

形　中級の部 

形　上級の部 

形　小学生有段の部 

形　中学生有級の部 

形　中学生有段の部 

形　一般の部（有級） 

組手　小学生の部A 

組手　小学生の部B 

組手　中学生の部 

組手　一般の部B 

幼年男子1の部 

幼年女子1の部 

小学1の部 

小学2の部 

小学3の部 

小学4の部 

小学5の部 

小学6の部 

中学男子1の部 

大岡賢太郎 

田中航太 

渡辺美月 

梶原紫乃 

戸崎航 

寺本結衣 

坂田亜優奈 

倉益紅葉 

井上龍成 

倉益志穂 

近藤慧依 

岩堀凌治 

柳田直紀 

木沢煌太 

積木日菜 

中凪冴 

積木康太 

竹本匠吾 

小出和季 

村井尊 

河合晴海 

河合海希 

部　　門 優　　勝 

空
　
手
　
道 

小学1年生の部 

小学2年生の部 

小学3年生の部 

小学4年生の部 

小学5年生の部 

小学6年生の部 

中学生男子60kg以下級 

中学生男子60kg超級 

中学生女子の部 

柔
　
　
道 

竹刀組の部 

小学1・2年の部 

小学3・4年の部 

小学5・6年の部 

中学女子の部 

中学男子の部 

高校女子の部 

高校男子の部 

一般女子の部 

一般男子の部 

大多和心 

伊藤翔太 

田村颯悟 

酒井威典 

安井健人 

竹内隆登 

佐藤大樹 

山本拓正 

後藤紗矢 

松井隆登 

大溝泰史 

林勇太朗 

徳永拓也 

加藤あかね 

坂田直也 

佐藤奈津 

大谷朋也 

五嶋千夏 

神谷知宏 

部　　門 優　　勝 

剣
　
　
道 

優射賞 

学生男子の部 

学生女子の部 

一般男子の部 

一般女子の部 

弓
　
道 

野村伎李 

ノグチジオゴ 

南呼晴 

伊藤雅彦 

松井あさこ 

お詫びと訂正 
　広報2月16日号8ページ「微
小粒子状物質（PM2.5）の注
意喚起について」に誤りがあ
りましたので、ここにお詫びし
て訂正させていただきます。 
誤「70μg/M」 
正「70μg/K」 
s問合せ　環境課　環境保
全係（195-0154） 

技
能
五
輪
プ
レ
イ
ベ
ン
ト 

「
碧
南
ワ
ザ
ラ
ン
ド
」 

碧
南
市
経
済
環
境
部 

商
工
課 

　
労
政
観
光
係
（
1
（41）
３
３
１
１
） 
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総排気量50cc以下のもの 

総排気量が50ccを超え90cc以下の二輪 

総排気量が90ccを超え125cc以下の二輪 

総排気量が50cc以下で三輪以上（ミニカー） 

農耕作業用（農耕トラクターなど） 

その他のもの（フォークリフトなど） 

二輪のもの（総排気量が125cc～250ccまで） 

 

四輪のもの 
 

 

総排気量が250ccを超えるもの 

乗　用 

 

貨物用 

営業用 

自家用 

営業用 

自家用 

 

原動機付自転車 

 

 

小型特殊自動車 
 

 

 

軽自動車 

 

 

二輪の小型自動車 

1,000円 

1,200円 

1,600円 

2,500円 

1,600円 

4,700円 

2,400円 

5,500円 

7,200円 

3,000円 

4,000円 

4,000円 

車　種 課　税　標　準 年税額 

三河分室 
豊田市若林西町西葉山48番地1
（10565-52-3111） 

愛知主管事務所　三河支所 
豊田市若林西町西葉山48番地2
（10565-51-2555） 

西三河自動車検査登録事務所 
豊田市若林西町西葉山46 
（1050-5540-2047） 

二輪の軽自動車
（125cc～250cc
のもの） 

 
軽自動車 
 

二輪の小型自動車
（250ccを超える
もの） 

軽自動車
協会 
 

軽自動車
検査協会

 
 

 
運輸支局 

車　種 届　出　先 

原動機付自転車、小型特殊車両以外は自家用自動車組合でも 
代行しています。（岡崎、豊田ナンバーは除く） 
安城商工会議所内（176-3451）、刈谷商工会議所内（121-3702） 

　
軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の
所
有

者
等
（
納
税
義
務
者
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
。 

　
軽
自
動
車
を
登
録
、
廃
車
、
譲
渡
等
す

る
場
合
に
は
、
関
係
機
関
へ
の
届
出
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
盗
難
等

に
よ
り
実
際
に
所
有
し
て
い
な
く
て
も
、

所
定
の
手
続
き
を
し
な
い
と
い
つ
ま
で
も

税
金
が
か
か
り
ま
す
。 

▼
市
役
所
以
外
の
手
続
き
場
所 

※
車
種
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。 

                 

　
バ
イ
ク
・
原
動
機
付
自
転
車
に
も
自
賠

責
保
険
（
共
済
）
へ
の
加
入
が
法
律
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
無
保
険
（
無
共

済
）
で
走
行
す
る
と
、
法
律
に
よ
り
罰
金

お
よ
び
罰
則
が
課
せ
ら
れ
、
免
許
停
止
処

分
と
な
り
ま
す
。 

▼
自
賠
責
保
険
（
共
済
）
の
取
扱
い 

損
害
保
険
会
社
、
農
業
協
同
組
合
（
Ｊ
Ａ

共
済
連
）、
労
働
者
共
済
生
活
協
同
組
合

（
全
労
済
）、
自
動
車
共
済
協
同
組
合
（
全

自
共
）
ト
ラ
ッ
ク
交
通
共
済
協
同
組
合
（
交

協
連
） 

※
バ
イ
ク
、
原
動
機
付
自
転
車
は
次
の
代

理
店
等
で
加
入
手
続
き
が
で
き
ま
す
。 

　
バ
イ
ク
販
売
店
・
カ
ー
デ
ィ
ー
ラ
ー
・

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
損
害
保
険

会
社
の
代
理
店
・
農
協
等 

　
軽
自
動
車
税
は
、
月
割
で
計
算
し
ま
せ

ん
。
４
月
１
日
を
過
ぎ
て
か
ら
、
廃
車
、

名
義
変
更
を
し
て
も
税
の
払
戻
し
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

　
３
月
末
は
、
窓

口
が
混
雑
し
ま
す

の
で
早
め
に
手
続

き
を
お
済
ま
せ
く

だ
さ
い
。 

  

○
納
税
方
法 

　
年
１
回
、
５
月
中
旬
に
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
の
で
５
月
末
日
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
営
業
日
）
ま

で
に
市
役
所
、
最
寄
り
の
市
税
取
扱
金
融

機
関
お
よ
び
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。 

※
口
座
振
替
の
人
は
、
５
月
末
日
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
営
業

日
）
に
指
定
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
さ

れ
ま
す
。
便
利
な
口
座
振
替
を
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。 

 

○
軽
自
動
車
税
の
減
免 

　
原
則
と
し
て
、
心
身
に
障
が
い
の
あ
る

人
（
18
歳
未
満
の
人
や
精
神
に
障
が
い
が

あ
る
場
合
は
、
生
計
を
一
に
す
る
人
）
が

所
有
し
て
い
る
オ
ー
ト
バ
イ
、
軽
自
動
車

に
か
か
る
税
金
は
、
障
が
い
の
程
度
に
よ

り
一
台
に
限
り
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

　
な
お
、
す
で
に
普
通
自
動
車
で
税
金
が

減
免
さ
れ
て
い
る
場
合
は
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。 

▼
申
請
期
限 

４
月
２
日
d
〜
５
月
26
日
b
ま
で
に
税
務

課
市
民
税
係
へ
。 

▼
持
参
す
る
も
の 

身
体
障
害
者
手
帳
等
・
自
動
車
検
査
証
・

運
転
免
許
証
（
該
当
の
車
を
運
転
す
る
人

の
も
の
）・
印
鑑 

 

○
軽
自
動
車
の
手
続
き 

▼
市
役
所
で
で
き
る
手
続
き 

・
原
動
機
付
自
転
車
（
125 
cc
ま
で
） 

・
小
型
特
殊
自
動
車 

・
ミ
ニ
カ
ー 

▼
問
合
せ
　
税
務
課
　
市
民
税
係（
1
（９５）
０
１
１
６
） 

知
っ
て
い
ま
す
か
？
軽
自
動
車
税

知
っ
て
い
ま
す
か
？
軽
自
動
車
税 

知
っ
て
い
ま
す
か
？
軽
自
動
車
税

知
っ
て
い
ま
す
か
？
軽
自
動
車
税 

知
っ
て
い
ま
す
か
？
軽
自
動
車
税 

登録者の印鑑、販売証明書 
 

登録者の印鑑、廃車証明書またはナンバー
プレート 

登録者の印鑑、廃車証明書またはナンバー
プレート、譲渡証明書 

登録者の印鑑、ナンバープレート 

※必ず警察に届けてください 
警察への盗難届出済の証明できるもの、 
登録者の印鑑 

販売業者から購入する
場合 

市外から転入した場合 
 

人から譲り受けた場合 
 

廃車するとき 

 
盗難にあったとき 

手続き内容 必要なもの 

登
録
す
る
と
き 

○登録者と届出者が違う場合、届出者の印鑑が必要になります。 
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※問合せは知立市役所 

TEL 0566－83－1111（代表） 
FAX 0566－83－1141 
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp

3月1日（土）～7日（金）まで、全国一斉に春季火災予防運動が実施されます 

平成25年度全国統一防火標語　「消すまでは　心の警報　ONのまま」 

　空気が乾燥して、火災が発生しやすい季節になりました。私たちの生活の中には、火災の原因となる要
素が多数あります。その要素を取り除いて火災が発生しない環境をつくるには、火災予防の知識と備えが
必要です。 
　春の火災予防運動が始まるこの機会に、みんなで火災予防に取り組みましょう。 

～つけていますか？住宅用火災警報器～ 
　現在、全ての一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。 
○設置が義務づけられている主な場所は？ 
　寝室（2か所以上の寝室がある場合は、その部屋ごと）、2階に寝室がある場合は階
段、台所。 
○どこで買えるの？ 
　お近くの家電販売店やホームセンターなどで購入できます。 

取り付けたら安心？？ 

　住宅用火災警報器をせっかくつけても、故障や電池切れでは意味がありません。い
ざというときにきちんと機能するよう、定期的にお手入れや作動確認をしましょう。 
○点検方法は？ 
　本体からぶら下がっているひもを引くか、ボタンを押すだけ。警報音が鳴れば正常
です。（警報音は5秒程度で止まります） 

～住宅火災による死亡原因の第1位は「逃げ遅れ」です～ 
　平成25年は管内で239件の火災があり、そのうち住宅火災は
51件あり死者は2人でした。 
　就寝中は、火災に気付くのが遅れ、気付いたときには既に火が回っ
た状態となり、有毒ガスにより、身動きが取れなくなる場合が多
いようです。 
　命を守る上で火災の早期発見が非常に大切です。その早期発見
に一役買ってくれるのが住宅用火災警報器なのです。 

つけててよかった！住宅用火災警報器 

　県内では毎年約150件の住宅用火災警報器の奏功事例が報告
されています。 
○子どもの居室から出火！隣室で就寝中であった母親が住宅用火
災警報器の警報音で目を覚まし、一緒に避難。 
○庭のゴミ箱が放火され、建物に火災が拡大！住宅用火災警報器
の音で目を覚ました家人がバケツで消火。 

s問合せ　衣浦東部広域連合消防局予防課（163-0136） 

［住宅防火　命を守る　7つのポイント］―3つの習慣・4つの対策― 

〈3つの習慣〉 
①寝たばこは、絶対やめる。②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

〈4つの対策〉 
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。②寝具、衣類およびカーテンから
の火災を防ぐために、防炎品を使用する。③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
等を設置する。④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

平成25年度防火作品 

特選　江坂実秋さん 

刈谷市立双葉小学校 

1年の作品 

出火後再進入 
19人（2％） 

着衣着火 
65人（6％） 

住宅火災による死亡原因 

平成24年全国数値（放火自殺を除く） 

その他 
359人 
（35％） 逃げ遅れ 

573人 
（57％） 
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